
１．はじめに

国際テロリズムに対する法的な規制枠組みとし
ては，テロリズムの国際法上の定義が確立せず，
依然として包括的な対テロ条約が成立していない
ことを主たる背景として，これまでに犯罪類型ご
とに 13 の多数国間条約（以下，テロ防止関連条
約）が締結されている１。これらの条約は，当該
犯罪の防止，処罰のための効果的な措置が必要で

あるとの認識のもと作成され，特に「航空機の不
法奪取に関する条約」（1970 年，以下，ハーグ条
約）以降に締結された条約のうち，「プラスチッ
ク爆薬探知条約」（1991 年）を除く 11 の条約は
いずれも，その目的に資するために二重構造を有
する裁判管轄権を規定している点が特徴的であ
る２。

管轄権の二重構造とはすなわち，裁判管轄権を
規定する条文の第１項において，当該犯罪に対し
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直接的な利害関係を有する締約国を列挙した上
で，それらの締約国に対し自国の裁判権を設定す
るため必要な措置をとる義務を課し，同条文の第
２項において，容疑者が自国領域内で発見された
締約国（以下，容疑者所在国）に対し，第１項に
挙げられた締約国に当該容疑者を引き渡さない場
合において自国の裁判権を設定するため，同様
に，必要な措置をとる義務を課すというものであ
る。このうち後者の容疑者所在国の管轄権規定
は，「引渡すか訴追するか」という，各条約に併
せて規定されている容疑者所在国による訴追規
定（容疑者を引き渡さない場合には，犯罪が自国
の領域内で行われていたものであるかを問わず，
自国の権限のある当局に事件を付託する義務を負
う。）と共に３，テロ防止関連条約において核と
なる規定とされる。更に，この容疑者所在国の管
轄権規定を普遍主義に基づくものととらえる見
解が，学説上は多数的立場を占めている４。他方
で，第１項に規定された，犯罪に対し直接的な利
害関係を有する締約国は，容疑者所在国に対し，
容疑者の引渡しを求める権限を有しており，こう
した点から，これらの直接利害関係国は第一次的
管轄権を有し，容疑者所在国の管轄権はこれを補
完するものであるとされる。

容疑者の訴追に関し第一次的な管轄権を有する
直接利害関係国は，ハーグ条約以降，モントリ
オール条約（1971 年），国家代表等に対する犯罪
防止処罰条約（1973 年）において順次その範囲
が拡大されてきた。すなわち，刑法の伝統的な管
轄権行使に関する諸原則のうち，犯罪との領域的
連関を基礎とする属地主義に基づく管轄権，容疑
者との国籍的連関を基礎とする積極的属人主義に
基づく管轄権，犯罪行為による自国の直接的・個
別的な利益の侵害という連関を基礎とする保護主
義に基づく管轄権が規定されたが５，最後まで規
定されずにいたものが，自国民が犯罪被害者であ
ることを根拠として行使される消極的属人主義に
基づく管轄権である。

消極的属人主義に基づく管轄権は伝統的に学説
上非常に議論の多い管轄権であり，特に英米法
の法体系を有する国家において反対意見が根強
い６。ここで改めてテロ防止関連条約の管轄権規

定に目を向けると，国家代表等に対する犯罪防止
処罰条約の次に締結された「人質をとる行為に関
する国際条約｣（1979 年，以下，人質行為防止条
約）において，被害者国籍国の管轄権が一連のテ
ロ防止関連条約の中で初めて導入されており，こ
れを以って管轄権行使に関する刑法の諸原則がテ
ロ防止関連条約において全て出揃ったといえる。
更に，この人質行為防止条約においては，被害者
国籍国の管轄権の他にも，犯罪の被強要国と犯人
たる無国籍者の居住国の管轄権が新たに規定さ
れ，本条約の成立により第一次的管轄権を有する
直接利害関係国たる締約国の範囲が大いに広がっ
たことが注目される。

以上の点を念頭に，本稿は人質行為防止条約
の裁判管轄権規定について検討することを主たる
目的とする。具体的には，本条約において新たに
規定された管轄権のうち，特に制定過程において
議論となった２つの管轄権－①消極的属人主義に
基づく被害者国籍国の管轄権，②当該犯罪の被強
要国の管轄権－を取り上げ，その起草過程につい
て，条約の作成を担った国連の一次資料を手掛か
りとして，詳細に検討・分析する。次章以降の構
成は下記のとおりである。２．においては，まず
人質行為防止条約の成立経緯について確認した
後に，同条約の裁判管轄権規定について概観する
と共に，同規定に関する先行研究について整理す
る。３．では，条約の起草に係る一次資料を詳細
に検討することにより，本条約に規定された裁判
管轄権規定のうち，特に被害者国籍国および被強
要国の管轄権がいかに規定されるに至ったかとい
うその起草過程を明らかにする。４．は結論である。

２．人質行為防止条約の概要

（１）条約の成立過程
人質行為防止条約の起草は，国連総会第 31 会

期（1976 年）における西ドイツ（当時，以下西
独）外相による一般討論演説（A/31/242）が直
接的な契機となっている７。これは，人質行為が
単に個人の尊厳，安全，基本的人権を侵害するだ
けでなく，国際関係に対する脅威であると指摘
し，同行為を禁止し，犯人を処罰するか処罰のた
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めに引渡しを行う条約を国連が起草することを主
張するもので８，これを受けて，総会決議 31/103

（1976 年 12 月 15 日）により，条約起草のため
の 35 カ国からなるアドホック委員会が設置され
た。同委員会は 1977 年から 1979 年までに計３回
の会合を開催したが，このうち第１会期（1977
年８月）では，同委員会の審議に先立ち西独から
条約草案（A/AC.188/L. ３）が提出されていた
ものの，民族解放闘争の取り扱いをめぐり諸国
間で見解の相違が存在したため９，具体的な起草
作業に入ることができなかった 10。続く国連総会
第 32 会期（1977 年）では，同年 11 ～ 12 月の第
六委員会において 11，各国から本件について，次
期アドホック委員会において条約草案を審議する
ことの必要性，テロリズムと民族解放闘争との関
係，犯人の処罰と「引渡すか訴追するか」原則の
問題などに関する意見が表明されると共に，総会
決議 32/148（1977 年 12 月 16 日）によってアド
ホック委員会の委任が更新された。

アドホック委員会第２会期（1978 年２月）で
は，西独により提出された条約草案の逐条審議が
行われた後，政治問題が絡む条項を審議する第一
作業部会，法技術的な条項を扱う第二作業部会が
設置され，後者では審議が進んだものの，前者が
対象とする民族解放運動の取り扱いなどについて
は合意が得られずに終わった。続く国連総会第
33 会期（1978 年）では，同年 11 月の第六委員会
において前回同様に各条項について各国からコメ
ントが出されると共に，再びアドホック委員会の
委任を更新する決議案が国連総会により採択され

（総会決議 33/19，1978 年 11 月 29 日），それに従
いアドホック委員会第３会期が開催された（1979
年１～２月）。本会期では，第一作業部会にお
いて民族解放の扱いに関する一応の合意が成立
し 12，アドホック委員会は条約草案を採択し，そ
れを国連総会第 34 会期（1979 年）に提出した。
同年 10 ～ 12 月の第六委員会では，条約草案全体
について議論がなされた後に草案第９条について
のみ分離投票が行われ 13，その採択を受けて条約
全体が投票無しで採択された。最終的には 1979
年 12 月 17 日に，国連総会において人質行為防止
条約が採択されるに至ったのである 14。

（２）裁判管轄権規定の概要
本条約はまず第１条において，人質行為につい

て「逮捕・拘禁された者（「人質」）の殺害，傷害
又は拘禁の継続をもって脅迫する行為であり，人
質解放のための条件として，何らかの行為を行う
こと又は行わないことを第三者（国家，政府間国
際機関，自然人，法人，人の集団）に対して強要
する目的で行うこと（未遂，加担も含む）」と定
義する。これまでのテロ防止関連条約は，航空機
を対象とする犯罪行為や，外交官など国際的に保
護される者に対する犯罪行為に限定されていた
が，本条約の成立により，広く民間人を対象とす
る人質行為が犯罪とされることとなったのである。

同条約第５条は，締約国の裁判管轄権について
以下のように規定する。

第５条
１　締約国は，次の場合において第１条に定める
犯罪についての自国の裁判権を設定するため，必
要な措置をとる。
（ａ）　犯罪が自国の領域内で又は自国において
登録された船舶若しくは航空機内で行われる場合
（ｂ）　犯罪が自国の国民によつて行われる場合
及び自国が適当と認めるときは犯罪が自国の領域
内に常居所を有する無国籍者によつて行われる場
合
（ｃ）　犯罪が，何らかの行為を行うこと又は行
わないことを自国に対して強要する目的で行われ
る場合
（ｄ）　自国が適当と認めるときは，犯罪が自国
の国民を人質として行われる場合
２　締約国は，容疑者が自国の領域内に所在し，
かつ，自国が１のいずれの締約国に対しても当該
容疑者の引渡しを行わない場合において第１条に
定める犯罪についての自国の裁判権を設定するた
め，同様に，必要な措置をとる。
３　この条約は，国内法に従つて行使される刑事
裁判権を排除するものではない。

本条はまず第１項において，犯罪に対する直接
利害関係国として，犯罪行為地国（a 号），容疑
者国籍国および容疑者たる無国籍者の居住国（b
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号），被強要国（c 号），被害者国籍国（d 号）の
管轄権を設定し，これらは管轄権行使に関する
諸原則のうち，順に，属地主義，積極的属人主
義，保護主義，消極的属人主義に基づくものであ
る 15。また，犯罪行為地国，容疑者国籍国，被強
要国に対しては裁判権の設定のために必要な措置
をとることを義務付けているのに対し，容疑者た
る無国籍者の居住国及び被害者国籍国に対して
は，「自国が適当と認めるときは」という条件が
付されており，すなわち裁判権を設定するか否か
は任意であり，当該国が裁量を有している。続く
第２項では容疑者所在国に対し，容疑者を引き渡
さない場合に裁判権を設定するために必要な措置
をとることを義務付けており，こうした管轄権の
二重構造は，航空犯罪に関するハーグ，モントリ
オール条約，及び国家代表等に対する犯罪防止処
罰条約の管轄権規定の設定方式をそのまま引き継
ぐものと言える。

（３）裁判管轄権規定の起草過程に関する先行研究
本条約に関する先行研究は比較的豊富であ

るが 16，このうち管轄権規定について詳細に検
証したものとしては，Shubber による論稿と
Lambert によるコメンタリーが挙げられる。両
者は第５条に規定された管轄権について各号ごと
に検討しており，特に被害者国籍国の管轄権を規
定する同条第１項ｄ号に関しては，伝統的に英米
法系の国々により反対されてきた管轄権であると
指摘した上で，これまでのテロ防止関連条約にお
いては前例の無い新しい管轄権規定であり，本規
定が起草過程においてフランス代表により提案さ
れたものであること，それに対し反対する立場を
表明する国家があったものの，賛成派と反対派の
見解の妥協の産物として制定されたものであると
指摘している 17。このうち反対意見を表明した国
として，Shubber はイギリス，イランなどを，
Lambert はオランダ，イギリスなどを挙げ，こ
れら諸国の見解については一次資料に基づき若干
の引用がなされているものの 18，果たして反対意
見を表明した国はこれらが全てであるのかという
点や，これらの国家がどのような理由により仏提
案に反対したのか，またいかなる国家が仏提案に

対し賛成意見を表明し，どのような見解の対立を
背景として妥協が成立し得たのかまでは先行研究
からは必ずしも明らかとはならない。

これに対し，被強要国の管轄権に関してはその
起草過程について，当初の西独草案は被強要国の
みならず，国際機関が強要の対象となった場合
に，その全ての締約国に対して自国の裁判管轄
権を設定する義務を規定していた点，更にオラ
ンダが国際機関に関する文言の削除を求める修
正案を提出し，結局その提案が採用されたこと
が Lambert によるコメンタリーや Nanda による
論稿などにおいて言及されている 19。しかしなが
ら，Lambert によるコメンタリーは，本修正案
を提出したオランダの意図については比較的詳細
に述べているものの 20，このオランダ提案に対し
起草過程において各国がいかなる見解を有し，ど
のような議論が展開されたのかという点までは先
行研究からは明らかにならない。

上記の点を念頭に次章では，条約草案について
議論した計３回に及ぶアドホック委員会の報告書
や，国連総会第 31 ～ 34 会期における第六委員会
の議事録といった一次資料に基づき，上記の管轄
権規定の起草過程について検証する。

３．裁判管轄権規定の起草過程

西独により提出された条約草案（A/AC.188/
L. ３，以下，西独草案）は第５条において締約
国の裁判管轄権を規定していた。まず同条第１
項は，「自国の領域内または自国に登録された
船舶・航空機において犯罪が行われる場合」（a
号），「何らかの行為を行うこと又は行わないこと
を自国又は自国が加盟国である国際機関に対して
強要する場合」（b 号），「自国の国民により犯罪
が行われる場合」（c 号）に，各締約国に対し自
国の裁判権を設定するため必要な措置をとる義務
を規定する。続いて第２項において，容疑者所在
国に対し，第１項に規定されたいずれの締約国に
対しても容疑者の引渡しを行わない場合，自国の
裁判権を設定するため必要な措置をとることを義
務付けている。更に第３項は，国内法に従って行
使される刑事裁判権を排除しないことを規定する。
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この西独草案第５条に対し，アドホック委員会
第１会期においてフランス及びオランダから修正
案が提出された。このうちフランスによる修正案

（A/AC.188/L.13，以下，仏修正案）は，第５条
第１項に d 号として，「犯罪被害者，すなわち人
質が自国の国民である場合」という文言を挿入す
ること，つまり，消極的属人主義に基づく管轄権
を追加することを趣旨とする 21。これに対し，オ
ランダによる修正案（A/AC.188/L.14，以下，蘭
修正案）は，西独草案の第５条第１項 b 号から

「自国が加盟国である国際機関」という文言を削
除することを提案するものである 22。

（１）仏修正案
被害者国籍国の管轄権を追加することを提案し

たフランスは，本修正案を提出した意図として，
西独草案は，締約国が管轄権を設定すべき場合と
して，当該犯罪の犠牲者が自国民である場合につ
いて規定していないと指摘した上で，自国民が人
質行為の直接的な被害者である場合に当該国家が
管轄権を設定しないのはおかしいと主張する。更
に，被害者の国籍に基づく消極的属人管轄権を追
加することにより，仏修正案は間隙を埋めること
を可能にすると指摘している 23。仏修正案は主に
アドホック委員会第２会期における第二作業部会
で審議されたが，各国の見解はこれに反対するも
のとこれを支持するものに二分される。

①仏修正案に反対
仏修正案に反対する見解としてオランダは，第

一次的な義務的管轄権を有する国家の数を制限す
べきとして，そうした国は，犯罪行為地国，容疑
者国籍国，被強要国に限られるべきであると主張
する。オランダによれば，第一次的な義務的管轄
権をより

4 4

多くの国家に拡張すると，条約により設
定された履行システムを弱めることとなり，仮に
仏修正案にあるように，被害者国籍国に第一次的
管轄権が付与されれば，異なる国籍を有する被害
者が複数いる場合には，いかなる国家が当該犯罪
に対し管轄権を有するかを決定するのが非常に困
難となる 24。同様の見解としてイギリスは，多く
の国家が管轄権を設定する義務を負うこととなる

として，仏修正案の受容は困難とする 25。
他方でアメリカは，全ての国家が必ずしも消極

的属人主義を受容していないことを理由として，
仏修正案に対し蘭・英代表により表明された疑問
を共有するとしている。更に，全ての国家が同意
することが望ましい条約においてこうした規定を
導入することに躊躇するとした上で，西独草案第
５条第３項が仏修正案の関心を満たすとも指摘す
る。アメリカによれば，同項は，仏修正案が提示
するのと同じ状況（即ち被害者が自国民である場
合）において管轄権の行使を許容するものであ
り，且つ他国に対し消極的属人主義を受容するこ
とを強要はしないのである 26。更にソ連（当時）
は，仏修正案を興味深いものであるとしつつ，米
代表が指摘するように，国際法や諸国家の国内法
を念頭に置き，この種の規定により生じるあらゆ
る困難を考慮することが必要であるため，本条約
ではハーグ，モントリオール条約に規定された方
式に従うのが良いと指摘する 27。

②仏修正案を支持
先行研究では特段触れられていないものの，一

次資料の検討から，仏修正案を支持する立場も存
在することが明らかとなる。条約草案を提示した
西独は，犯罪行為や，その容疑者・被害者と何ら
の直接的な関係も有さない国家による補完的管轄
権を規定する草案第５条第２項に依拠しすぎるこ
とは望ましくないとして，第５条第１項のもとで
第一次的管轄権を設定することを求められる国家
の数を減らすというオランダ，イギリスの考えは
支持できないと述べた上で，自国民が人質とされ
た場合に管轄権を設定することは自国（西独）の
裁判所においては問題ないとして，仏修正案を明
確に支持している 28。また日本は，各締約国が，
自国に影響する場合について適切に対処すること
が可能となるという理由から，被強要国の管轄権
とフランスが提案する被害者国籍国の管轄権は望
ましいとする 29。

上記の議論を経て，仏修正案は最終的に，「自
国が適当と認めるときは」という条件を付して，
アドホック委員会第３会期において採択され，現
行条約第５条第１項 d 号において，被害者国籍
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国の裁判管轄権，すなわち消極的属人主義に基づ
く管轄権が規定されるに至った 30。

（２）蘭修正案
西独草案第５条第１項 b 号は，何らかの行為を

行うこと又は行わないことを強要された締約国の
みならず，国際機関がそうした強要の対象とされ
た場合にも，その加盟国に対し管轄権を設定する
義務を課している。このうち被強要国の管轄権を
規定することに対しては殆ど異論が出されず 31，
蘭修正案は，b 号の規定のうち国際機関に関する
文言を削除し，強要の対象とされた本条約の締約
国に対してのみ管轄権を設定する義務を課すこと
を趣旨とするものである。オランダ代表は本修正
案を提出した意図として，もし強要の対象となっ
た国際機関の加盟国であるというだけで第一次的
管轄権を設定するのに十分な理由となるならば，
当該犯罪は非常に多くの国家の管轄権の対象と
なるのであり，それは第５条の有効性を弱めるこ
とになると述べる 32。蘭修正案も仏修正案と同じ
く，主にアドホック委員会第二会期における第二
作業部会で審議されたが，これを支持する立場と
これに反対する立場に分けて各国見解を整理する。

①蘭修正案を支持
蘭修正案を支持する国家として例えばイギリス

は，もし国連自身が強要の対象となった場合に
は，本規定は全ての国連加盟国に当該犯罪に対
する管轄権を設定することを義務付けることと
なり，これはあまりに行き過ぎであると指摘す
る 33。また容疑者所在国は，引渡しを求めるいか
なる国連加盟国に対しても引渡しを許容する義務
を負うのであり，当該規定は普遍的管轄権を生じ
させ，国際社会は本問題について十分に検討する
必要があるとの理由から，イギリスは蘭修正案を
支持するとしている 34。

メキシコはイギリスと同じく，普遍的管轄権の
導入と，管轄権を有する国家の拡大に対する懸念
から蘭修正案を支持している。メキシコは，全て
の国際機関は少なからず普遍的なものであるとし
て，本規定は当該犯罪に対し普遍的管轄権を設定
すべきことを提案するものであると指摘する。そ

の上で，そうした管轄権は戦時においては受け入
れられるものの，平時において共通犯罪が普遍的
管轄権に服すると規定することは行き過ぎのよう
に思われるとも述べる 35。更に，もし国際機関の
全ての加盟国が当該犯罪に対して管轄権を有する
ならば，容疑者を逮捕した国家は引渡請求の洪水
に見舞われるのであり，どの国家による引渡請求
が正当化されるかを決定するのが困難になると指
摘した上で，単に国際機関の加盟国であるという
事実のみでは，その国家に管轄権を付与するのに
十分とはいえないと主張する 36。

蘭修正案を支持する見解は多く見出され，日本
は，本規定はあまりに範囲が広すぎ，管轄権の過
度な拡張は避けるべきとの考えから 37，チュニジ
アは，１つの犯罪が多くの国家の管轄権に晒され
ることを避けるために 38，またナイジェリアは，
人質行為の際にとるべき政策については国際機関
の加盟国は独自に決定することができるとの理由
から 39，いずれも蘭修正案を支持している。

②蘭修正案に反対
他方で，蘭修正案に反対する立場として例えば

アメリカは，第一次的管轄権の基礎を拡大しても
必ずしも国家の責任は減ぜられないとして，本規
定を西独草案のままとすべきと主張する 40。また
カナダは，他の国々が管轄権行使を望まないなら
ば，できる限り多くの国家，特に直接的に影響を
受けていない国家が管轄権を設定できるようにす
べきであるとして，蘭修正案には同意できないと
する 41。更にユーゴスラヴィアは，例えばテロ組
織などの容疑者が国際機関に対し何かを強要する
ことによって，ある国家を脅迫するような場合に
は，本規定は大いに安全を供し得るのであり，こ
うした理由から本規定は維持されるべきと主張す
る 42。

上記の議論を経て，最終的には蘭修正案が採択
され国際機関に関する文言が削除されると共に，
西独草案第５条第１項 b 号と c 号の順序が入れ替
えられ，被強要国のみの管轄権規定として現行条
約第５条第１項 c 号の成立に至ったのである 43。
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４．おわりに

人質行為防止条約における被害者国籍国と被強
要国の管轄権規定の起草過程を検証した結果，以
下のことが明らかとなる。

西独草案が当初規定していた管轄権を更に拡張
することを意図したものが，消極的属人主義に基
づく管轄権を新たに規定することを提案する仏修
正案であり，起草過程では本修正案に対して２つ
の立場－当該犯罪に対し管轄権を有する国家の拡
大を懸念する第一の立場と，そもそも各国におい
て十分に受容されていない消極的属人主義に基づ
く管轄権の導入に異義を呈する第二の立場－から
反対意見が提示された。

このうち第一の立場として，人質行為の発生に
おいて異なる国籍を有する複数の被害者がいる場
合に，多くの国家が管轄権を設定する義務を負う
ことを懸念し，管轄権を有する国家の拡大は却っ
て条約の履行を弱めるととらえるオランダの見解
に対し，仏修正案を支持する立場として，容疑者
が自国領域内に「所在する」という実質的連関以
外に犯罪行為と何らの繋がりも有さない容疑者所
在国の管轄権（西独草案第５条第２項）に依拠す
るよりは，犯罪との直接的な利害関係に基づき，
西独草案第５条第１項のもとで第一次的管轄権を
有する国家を増やすべきとする西独の見解が対立
する構図となっている。

これに対し第二の立場から仏修正案に反対する
アメリカは，各国が国内法に従い刑事管轄権を行
使することを許容する西独草案第５条第３項の規
定により被害者国籍国の管轄権はカバーされると
して，被害者国籍国の管轄権を明示せず第３項に
含ましめようと提案したが，最終的に現行条約に
おいて規定された消極的属人主義に基づく被害者
国籍国の管轄権は，正に仏修正案に対する各国の
見解の妥協ないし折衷の上に成立したものと言え
る。つまり，被害者国籍国の管轄権を第１項にお
いて新たに明示的に規定した点には，仏修正案を
支持する立場，すなわち第一次的管轄権を有する
国家を拡大しようとする見解が取り入れられてい
る。他方で，被害者国籍国の管轄権を許容的な性
質のものとし，すなわち第１項に規定された他の

義務的管轄権と異なり，その設定に関しては各締
約国が裁量を有するとした点には，仏修正案に反
対する国々の立場と，更には各締約国にその受容
を強要しないとして，許容的性質を有する第３項
の規定に被害者国籍国の管轄権を含ましめようと
したアメリカの発想が反映されていると言える。

対して，仏修正案とは逆に，西独草案が当初規
定していた管轄権を狭めることを意図したもの
が，強要の対象とされた国際機関の加盟国に管轄
権の設定を義務付ける規定を削除することを提案
する蘭修正案であり，これを支持する立場，すな
わち管轄権の拡大に反対する立場にも，以下の２
つの見解が存在する。このうち第一のものは，第
一次的管轄権を有する国家の範囲が広がり，管轄
権が過度に拡張されることを懸念するものであ
り，仏修正案に対する第一の反対意見と基本的立
場を同じくする。他方で第二の見解は，特に国際
社会における大部分の国家が加盟する国連を念頭
に，国際機関が強要の対象とされた場合にその全
加盟国に管轄権設定を義務付けることとなる本規
定を「普遍的管轄権」を設定するものととらえ，
普遍的管轄権が国際社会において依然として十分
に検討されていないという点から，この規定を削
除する蘭修正案を支持している。つまり，仏修正
案に反対する第一の立場と，蘭修正案を支持する
第一の立場はいずれも，第一次的管轄権を有する
国家の拡張に対する懸念をその背景とする点で共
通しており，他方で，仏修正案に反対する第二の
立場と蘭修正案を支持する第二の立場は，それぞ
れ消極的属人主義に基づく管轄権と普遍的管轄権
そのものに対する懸念から導かれるものと言える。

これらを念頭に，最終的に採択された現行条約
の裁判管轄権規定において，許容的性質であるも
のの消極的属人主義に基づく被害者国籍国の管轄
権が第 1 項において新たに明示的に規定されたこ
と，つまり西独草案における管轄権規定を更に拡
張しようとする仏修正案が採択されると共に，当
初西独草案において規定されていた強要の対象た
る国際機関の加盟国の管轄権が削除され被強要国
の管轄権のみが規定されたこと，すなわち西独草
案の管轄権規定を縮小しようとする蘭修正案が採
択されたことは，一見相矛盾するように思われる
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　が，これらは以下のように理解することができ
る。第一に，各国は当該犯罪の容疑者に逃げ場を
与えず，その不処罰を防ごうとする基本的立場で
は一致していた。つまり，従来のテロ防止関連条
約が有する管轄権規定では必ずしも十分ではない
として，その隙間を埋め容疑者処罰のための効果
的なシステムを構築するためには，たとえ許容的
な規定になろうとも，消極的属人主義に基づく被
害者国籍国の管轄権を明示的に規定することによ
り，現実的に管轄権を行使する可能性がある国家
に対し管轄権行使を認めることが有効であると認
識していたと言える。他方で，第一次的管轄権を
有する直接利害関係国を国連等の国際機関の全加
盟国にまで拡大することについては，容疑者所在
国に対しあまりに多くの国家から引渡請求が寄せ
られるかもしれないという現実的な懸念から，多
くの国家はこれを「行き過ぎ」であるととらえて
いた。同時に，そもそも普遍的管轄権へと繋がる
可能性のある管轄権を第一次的管轄権として規定
するほどには普遍的管轄権に対する諸国の認識が
成熟しておらず，更に蘭修正案の採択は，人質行
為が第一次的管轄権として普遍的管轄権を設定す
る必要があるほどの重大な犯罪とは認識されてい
なかったことの証左であると言える。

強要の対象たる国際機関の加盟国の管轄権は実
現しなかったものの，既述のとおり本条約におい
て伝統的な管轄権行使原則に基づく管轄権が全て
規定されたことから，本条約の成立を以て，ハー
グ条約以降順次拡大してきた国際テロリズムに対
する法的な包囲網が一応の完成を見たと捉えるこ
とができる。しかしながら海洋航行不法行為防止
条約（1988 年）以降に締結された一連のテロ防
止関連条約においては，被害者国籍国のみならず
被強要国の管轄権も義務的ではなく任意的な管轄
権として規定されており，必ずしもテロ行為に対
する管轄権が拡大の一途を辿っているとは言い難
い。こうした点に対する検討は今後の課題と致し
たい。

1 国 連 総 会 決 議 A/RES/51/210（1996 年 12 月 17 日 ）
によりテロ問題に関するアドホック委員会が創設さ
れ，包括的テロリズム防止条約の審議が進められて
いるものの，未だに成立には至っていない。13 のテ
ロ防止関連条約は成立順に以下のとおりである。①
航空機内の犯罪防止条約（東京条約，1963 年），②航
空機不法奪取防止条約（ハーグ条約，1970 年），③民
間航空不法行為防止条約（モントリオール条約，
1971 年），④国家代表等に対する犯罪防止処罰条約

（1973 年），⑤人質行為防止条約（1979 年），⑥核物
質防護条約（1980 年），⑦空港不法行為防止議定書

（1988 年），⑧海洋航行不法行為防止条約（1988 年），
⑨大陸棚固定プラットフォーム不法行為防止議定書

（1988 年），⑩プラスチック爆薬探知条約（1991 年），
⑪爆弾テロ防止条約（1997 年），⑫テロ資金供与防止
条約（1999 年），⑬核テロ防止条約（2005 年）

2 プラスチック爆薬探知条約は管轄権規定を有さない。
3 例えばハーグ条約は第 4 条において裁判管轄権を規定

した上で，第 7 条において容疑者所在国に対し「引渡
すか訴追するか」を選択することを義務付けている。

4 普遍的管轄権（普遍主義に基づく管轄権）とは，犯罪
行為と訴追国との間に，属地主義，属人主義，保護主
義においてみられるような領域的連関，国籍的連関，
犯罪行為による自国の直接的・個別的な利益の侵害が
無くとも，全ての国に当該犯罪の容疑者に対する管轄
権行使が認められるとする原則である。容疑者所在国
に対し設定された裁判管轄権が普遍的管轄権に基づ
くものであるかをめぐる諸解釈に関しては，拙稿「国
際テロリズムに対する法的規制の構造－ “aut dedere 
aut judicare” 原則の解釈をめぐる学説整理を中心に
－」『国際関係研究』第 31 巻第 2 号（2011 年）61-70
頁参照。

5 ハーグ条約は直接利害関係国として，航空機登録国
（旗国主義），航空機着陸国，航空機賃借人所在国を
列挙し，これらの締約国に対し裁判権の設定を義務
付ける（第 4 条第 1 項）。モントリオール条約では直
接利害関係国として，犯罪が行われた領域国の管轄
権（属地主義）が新たに規定され（第 5 条第 1 項），
国家代表等に対する犯罪防止処罰条約では容疑者国
籍国の管轄権（積極的属人主義），自国のために任務
を遂行する者に対し犯罪が行われた締約国の管轄権

（保護主義）が新たに規定された（第 3 条第 1 項）。
6 域外の自国民に対する権利の侵害は自国の管轄権行

使を正当化するには不十分であり，犯罪行為地国の
管轄権に委ねるのが良い，消極的属人主義の適用は
被害者国籍国による報復的処罰を招く恐れがある等
の理由による。Lambert, J., Terrorism and Hostages 
in International Law- A Commentary on the 
Hostages Convention 1979 , Grotius Pub., 1990, p.152.

7 条約起草の背景として当然ながら，ミュンヘンオリ
ンピック事件（1972 年）や，在ストックホルム西独
大使館占拠事件（1975 年）を初めとする 1970 年代の
人質行為を主とするテロ事件の増加がある。以下，
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本条約の起草過程については，山崎公士「人質行為
防止に関する国際条約」『外国の立法』第 19 巻第 4
号，1980 年，197-199 頁；西井正弘「人質行為防止国
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